
マイナ受付 

2023年 10月より薬局受付の専用機器でマイナンバーカード（健康保険証）を利用できます。 

 

マイナンバーカードのご利用について 

(オンライン資格確認） 

メリット 

窓口の負担額が軽減 

窓口での限度額以上の一時支払いの際の手続きが簡潔に 

特定健診情報 

お薬情報の共有（複数医療機関での薬との飲み合わせがわかる） 

※事前に患者さまの同意が必要です。 

※飲み合わせに関してはお薬手帳もお願いします。 

※高額療養費制度を利用する方は提供する情報（限度額情報）の選択してください。 

 

 

マイナンバーカードのご利用方法 

※マイナンバーの 12桁の数字は使いません 

※事前にマイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みが必要です。 

 

1.受付設置のカードリーダーにマイナンバーカードをセット。 

 

2.本人確認方法を顔認証か暗証番号のどちらかを選択。 

 

3.お薬情報、特定健診情報の同意。 

 

4.マイナンバーカードを取り出し完了。 

 

参考URL 

オンライン資格確認 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

